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食料産業局
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予算措置による支援一覧（平成30年度概算決定 農林水産省）

○ 食料産業・６次産業化交付金のうちバイオマス利活用の推進・
施設整備 【1,678百万円の内数】

バイオマス産業を軸としたまちづくり・むらづくり

・ 地域のバイオマスを活用した産業化を推進し、環境にやさしく災害に強い
まち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を支援。

・ ７府省が共同で地域を選定し連携支援。
※内閣府・総務省・文科省・農水省・経産省・国交省・環境省

・ 市町村や農林漁業者の組織する団体（農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、土地改良区等）等が地域循環資源を活用し、農山漁村の持続可能
な発展を目指す取組について、事業計画策定のサポートや関連事業者とのマッチング、個別相談、全国的な取組・普及活動を支援。

○ 地域資源活用展開支援事業 【56百万円】

・ 農林漁業を中心とした地域内のエネルギーマッチング（農林漁業を中心とした地域内のエネルギー需給バランス調整システムの導入可能性調査、再生可能エ
ネルギー設備の導入の検討、地域主体の小売電気事業者の設立の検討等）について、継続地区を支援。

○ 農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業 【39百万円】

再生可能エネルギーの導入による農山漁村の活性化

○ 食料産業・６次産業化交付金のうち営農型太陽光発電の高収益農業の実証 【1,678百万円の内数】 （新規）

・ 太陽電池（ソーラーパネル）下部の農地においても高い収益性が確保できる営農方法を確立し、その普及を目指すため、実証試験等の取組を支援。

木質バイオマスの利用拡大

・ 木質バイオマスの供給・利用を促進するため、木質ペレット等の木質燃料製
造施設や熱供給用木質バイオマスボイラー等の整備を支援。

○ 林業成長産業化総合対策のうち木質バイオマス利用促進施設整備
【23,470百万円の内数】

・ 「地域内エコシステム」（地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱電併給
により、森林資源を地域内で持続的に活用する仕組み）の構築に向け、実
現可能性調査、協議会の運営、小規模な技術開発を支援。

○ 木材需要の創出・輸出力強化総合対策事業のうち「地域内エコシス
テム」構築事業 【559百万円の内数】

○ 小水力等再生可能エネルギー導入支援事業 【210百万円】

農業水利施設を活用した小水力等発電の導入

・ 小水力発電施設等の整備に係る設計等の取組を支援。

６次産業化の推進

○ 食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売」
【1,678百万円の内数】

・ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画等の認定を受けた
農林漁業者等が制度資金等の融資を活用して取り組む、未利用資
源をエネルギー化し農林水産物等の生産施設や加工・販売施設等へ
供給するために必要な施設の整備を支援。
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～市町村や農林漁業者の組織する団体等が地域循環資源を活用し、農山漁村の持続可能な発展を目指す取組について、
事業計画策定のサポートや関連事業者とのマッチング、個別相談、全国的な取組・普及活動を支援します～

（平成30年度概算決定）【56百万円】

お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室（03-6744-1508）

地域資源活用展開支援事業

住民が安心して住み続けられる農村を目指し

て、資源も経済も地域循環を目指したい！
年々、畜舎の暖房費が

上がっているけど、家

畜排せつ物から熱利用

できないかなぁ・・・

もみ殻や竹はやっかい物

だけど、地域で上手く利

用できないかしら・・・

持続可能な地域の発展を目指したい、という農山漁村をサポートします！

１ 地域循環資源活用に向けた計画策定支援
地域循環資源を活用して農山漁村における課題を解決しようとする取組について、豊富な経験・ノウハウを持つ専門

家が現場に赴き、事業計画策定のための課題整理・要件の明確化、各種調査、協議、手続等についてのアドバイスや
フォローアップ、関係機器メーカー等とのマッチングを行います。

このような方々のために、以下の支援を用意しています。

２ 専門家による相談窓口の設置
相談窓口を設置し、地域循環資源のマテリアル・エネルギー利用に向けた検討等を行う地域で問題が発生し取組が

進まない等の状況に対し、各分野の専門家が問題解決に向けたアドバイスを行います。

３ 全国的な推進・情報提供支援
地域循環資源を活用した地域活性化の取組を全国的に展開していくため、農林漁業でのコスト削減や収益増、地

域活性化が図られた先進的事例等の情報発信・普及、バイオマス産業都市選定地域を構成員とした連絡協議会の
体制整備等を行います。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等
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～再生可能エネルギーの導入促進により、農林漁業のコスト削減や農山漁村のイメージアップ等を図ることで地域を
活性化させるため、「再生可能エネルギーの地産地消」の導入までに必要となる様々な手続や取組について支援します～

お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室（03-6744-1508）

農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業 （平成30年度概算決定）【39百万円】

地域資源を活用した再生可能エネル

ギーを、「地産地消」することで生

産コストを削減したい！

おまけに地域をイメージアップでき

れば農山漁村も元気になるぞ！

でも地方公共団体の協力や電気事業

のノウハウがないと難しいなぁ。

農山漁村において再生可能エネルギーの地産地消を支援します！！

再エネを利用した農林水産物等の高付加価値化や６次産業化、環境負荷低
減による持続可能な地域社会の構築などの地域活性化

農林漁業者による再生可能エネルギー事業の実施、市町村の関与による地域
主体の小売電気事業者の設立

地域全体がメリットを受けることにより地域の自立を促進

農山漁村における再生可能エネルギーの地産地消を実現することによるメリット

農林漁業を中心とした地域内のエネルギーマッチング（農林漁業を中心と
した地域内のエネルギー需給バランス調整システムの導入可能性調査、再生
可能エネルギー設備の導入の検討、地域主体の小売電気事業者の設立の
検討等）について、継続地区を支援します。

※ 地方公共団体、農林漁業者、及び再生可能エネルギーの需給管理を行うこと
ができる事業者等による協議会を組織し、農山漁村再生可能エネルギー法に基づ
く市町村の基本計画の策定について協議することが必要です。

地域資源を活用した再生可能エネルギーの地域内供給により、農林漁業のコスト削減や地域の活性化を図ります！！

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体と民間団体等からなる協議会
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○太陽電池（ソーラーパネル）下部の農地においても、高い収益性が確保できる作物や、効率的な農作業手法についてなど、農業面の
収益向上と営農型太陽光発電の両立について体系的に整理した情報が存在しないため、取り組もうとする農業者は経営計画が立てづ
らく、さらに、農業指導や農地の一時転用等において判断が困難な状況も発生していることが課題。

○このため、太陽光エネルギーを効果的に活用し、地域農業の特色を踏まえ、太陽電池下においても高い収益性が確保できる営農方法
を確立し、その普及を目指すために、実証試験等を行う取組を支援。

・栽培作物、栽培方法、パネル下部で効率的に利用
可能な農業機械等の検討
・発電設備の遮光率や強度、施工方法、維持管理方
法等の検討

等

２.実施要件

○都道府県が主導し、学識経験者、農業者、農業試験場、民間事業者等によるコンソーシアムを創設
○農作物の収益性向上や、農作業の効率化、安定した生産量の確保など、農業の高収益化に焦点を置き、地域における栽培作物、栽培方法、
発電設備の遮光率や強度等を確立するための実証試験を実施
○コンソーシアムで実証試験の結果を検証・評価
○農業者の収益向上に資する取組手法について普及

地域農業の特色に合わせた営農と太陽光発電の両立により、
農業者の高収益化を実現

地域内及び栽培作物や気候等の類似した
他地域への普及・波及

１．事業内容

地域ごとに関係者が参画する
コンソーシアムを創設し事業を実施

民間
事業者

農業者
学識
経験者

農業
試験場

農業
委員会

金融機関

都
道
府
県

２．実施要件

○交付率：定額
○事業実施主体：都道府県
○事業期間：２年
○対象作物：地域において推奨・奨励している作物や農業改良普及員等による
栽培指導を行っている作物
○事業期間中に発電した電力は原則自家利用（固定価格買取制度の利用
不可）
○実証結果は試験方法も含めて公表し、当該地域の農業指導や農地の一時
転用許可のための参考資料として活用すること。

食料産業・６次産業化交付金のうち営農型太陽光発電の高収益農業の実証
（平成30年度概算決定）【1,678百万円の内数】

～地域農業の特色に合わせた営農と太陽光発電の両立による農業者の高収益化を支援します～

4お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室（03-6744-1508）
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～地域のバイオマスを活用した産業化を推進し、
環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を支援します～

（平成30年度概算決定）【1,678百万円の内数】
食料産業・６次産業化交付金のうち

バイオマス利活用の推進・施設整備

（１）バイオマス利活用の推進
バイオマス産業都市選定地域におけるプロジェクトの実現に必要な調査・設計等を支援します。

（２）バイオマス利活用施設整備

バイオマス産業都市選定地域におけるプロジェクトの実現に必要な地域波及モデルとなる施設整備を
支援します。

交付率：１／２以内
事業実施主体：民間団体等

交付率：１／２、１／３以内
事業実施主体：民間団体等

○ バイオマス産業都市とは、原料収集から製造・利
用まで、経済性が確保された一貫システムを構築
し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とし
た環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指
す地域であり、関係７府省が共同で選定。

○本事業は、市町村や民間団体等によるバイオマス
産業都市構想の実現に必要な地域のバイオマス
を活用した産業化のための調査・設計等や施設
整備の取組を支援。

※７府省：内閣府・総務省・文科省・農水省・
経産省・国交省・環境省

お問い合わせ先：食料産業局バイオマス循環資源課（03-6738-6479）

①地域波及モデル施設整備支援

②新たな実用化技術を活用した施設整備支援

バイオマス産業都市選定地域におけるプロジェクトの実現に必要な新たな技術を活用する施設整備を
支援します。
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お問い合わせ先：食料産業局産業連携課（03-6738-6474）

食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売」
（平成30年度概算決定）【1,678百万円の内数】

交付率：３／１０以内
（中山間地域（農業）は１／２以内）
（市町村戦略に基づく取組は１／２以内）

交付金上限額：１億円
※交付金額については以下①～③の一番低い額の範囲内
とします。
① 事業費×交付率
② 融資額
③ 事業費－融資額－地方公共団体等による助成額

六次産業化・地産地消法又は農商工
等連携促進法の認定を受けた農林漁業
者等が、制度資金等の融資を活用して
行う取組が対象となります。

交付金の算定方法

未利用資源をエネルギー化し農林水
産物等の生産施設や加工・販売施設
等へ供給するために必要な施設の整
備

支援対象施設

トマトを生産する農業者が、自らトマトソースを製造するために整備す
る加工施設において、自家発電による電気を活用するための太陽光パ
ネルの整備を支援。

（農業者）
（加工施設）

自家発電した電気を加工品製造に活用

～取組のイメージ～

～ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画等の認定を受けた農林漁業者等が、制度資金等の融資を活用して
取り組む、未利用資源をエネルギー化し農林水産物等の生産施設や加工・販売施設等へ供給するために必要な施設の整備
を支援します。 ～
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山村地域で、地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活用する
取組である「地域内エコシステム」の構築に向けた支援を重点化

■未利用間伐材等活用機材整備
燃料材の搬出コストの低減に向け、事業構想に施設や事業者等が位置づけられ、「地域内エコシステム」の構築に資する取組である場合には補助率
を1/2に引き上げ（現行1/3※）。

■木質バイオマス供給施設整備

FITを活用する発電所向けに燃料を供給することを主な目的とする場合の補助率は、地方公共団体1/3、民間事業者15％に引き下げ（現行は地
方公共団体1/2、民間事業者1/3）。

■木質バイオマスエネルギー利用施設整備

熱利用及び熱電併給施設に供することを目的として、事業構想に施設や事業者等が位置づけられ、「地域内エコシステム」の構築に資する取組であ
る場合には補助率を1/2に引き上げ（現行は1/3※）。
※現行でも、 ５年以上の期間にわたり、間伐材又は林地残材１万m3以上供給・利用を行う旨の安定供給・受入協定を締結する場合は補助率1/2となっている。

事業実施主体：

地方公共団体、民間事業者等

交付先（お金の流れ）※

まず

国 ⇒ 都道府県

その後、

都道府県⇒事業実施主体

国で定めた配分基準で都道府県に配分。都道府県はさら

に自らの裁量により、事業主体へ配分。

その他：意欲と能力のある林業経営体との連携

事業構想に記載された意欲と能力のある林業経営体と燃

料の安定取引協定を締結する取組については、予算配分

において加点の対象とする。

お問い合わせ先：林野庁木材利用課（03-6744-2297） 7

林業成長産業化総合対策のうち木質バイオマス利用促進施設整備 平成30年度概算決定
23,470（ー）百万円の内数
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【事業内容】
山村地域で、地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活用する取
組である「地域内エコシステム」の構築に向けて、F/S調査（実現可能性調査）、関係者による合意形成のための協
議会の運営、小規模な技術開発や技術面での相談・サポートなど、各段階に応じた支援を一貫実施。

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

（１）①
Ｆ/Ｓ調査実施段階

（１）②合意形成・実施計画策定段階
（②人材確保、③機材の選定等を含む）

施設整備・
試験運用段階

事業開始

F/S調査実施支援 技術者研修等

地域協議会運営費支援等事業化までのステップに応じた支援（イメージ）

（１）「地域内エコシステム」構築事業
民間団体等が、「地域内エコシステム」のモデル構築に向けて、地域の実情に応じ、①F/S調査（実現可能

性調査）、②地域協議会の立ち上げ・運営（人材育成を含む。）、③小規模な技術開発等を行う取組への支援

（２）「地域内エコシステム」サポート事業
民間団体等が、「地域内エコシステム」の構築に必要となる技術的なサポートを行うため、電話相談や
技術者の現地派遣、サポートの実施に必要な各種調査等を行う取組への支援

（２）調査等を踏まえた専門的見地からの、相談・サポート

※この他、CNFなど、マテリアル利用に係る技術開発経費や、過年度（H23～25）に整備された木造公共建築物及び木質バイオマス利活用施設の利子助成を行う取組への
補助経費（義務的経費）を要求。

機材の改良等技術開発支援

お問い合わせ先：林野庁木材利用課（03-6744-2297）
8

木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「地域内エコシステム」構築事業 平成30年度概算決定
559（ー）百万円の内数
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農業水利施設の適正な維持管理を確保するため、用水路の落差等を活用した小水力発電等の導入を支援します。

ポイント

◆効率的・経済的な再生可能エネルギー・省エネルギー技術の導入のためのソフト支援

・小水力等発電施設の整備に係る設計等の取組を支援

小水力等発電施設の設計等への支援

・発電施設の導入･運営主体となる土地改良区等の技術力向上の

ため、技術力向上、維持管理、会計運営等に関する研修等の

取組を支援

■補助率：定額（基本設計は１／２以内）

■事業実施主体：地方公共団体、土地改良区等

土地改良区等技術力向上支援

農業集落排水施設の効率性向上のための支援

■補助率：定額

■事業実施主体：民間団体等

■補助率：定額

■事業実施主体：民間団体等

農業用用水路

背景／課題

１． 農業水利施設は、食料供給の基盤であるのみならず、洪水貯留、地域排水、地下水涵養等に寄与していますが、ポンプ運転等に必要な
電気料金の値上げや施設の老朽化等によって維持管理費が増加傾向にあり、施設の適正な管理が困難となっています。

２． 農業集落排水施設についても、施設の更新時等にあわせて、維持管理費の軽減に資する取組を進める必要があります。

目 標

研修会の開催

集落排水施設

ダム

農業集落排水施設

における省エネルギー技

術の確立

農業水利施設を活
用した小水力発電

担い手の米の生産コス

ト削減（H35年目標

9,600円/60kg）に

向け、平成33年度迄に

農業水利施設の維持管

理費について、使用電

力料の25％分を削減

技術の
実証

・農業集落排水施設の省エネルギー化や汚水処理の過程で発生するエネ
ルギーの有効活用を図る整備技術の実証、維持管理費の軽減手法に関
する総合的な技術書の作成・普及の取組を支援

現地研修会の開催

お問い合わせ先：農村振興局地域整備課（03-6744-2209）

小水力等再生可能エネルギー導入支援事業 【平成30年度概算決定：２10(２６２)百万円】
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再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置《固定資産税》

水力発電太陽光発電 風力発電 バイオマス発電地熱発電

～再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、再生可能エネルギー発電設備の
固定資産税の軽減により、設備の導入初期における経済的負担を軽減します～

＜中小水力発電設備、バイオマス発電設備及び地熱発電設備＞
新たに固定資産税が課せられることになった年度から３年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の１／２
に課税標準を軽減。

＜太陽光発電設備及び風力発電設備＞
新たに固定資産税が課せられることになった年度から３年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の２／３
に課税標準を軽減。

＜特例の内容＞

◆以下の再生可能エネルギー発電設備が対象です。

※太陽光発電設備は、「再生可能エネルギー事業者支援事業費」（経済産業省）に係る補助を受けて取得した自家消費型設備に
限る。太陽光発電設備以外は、FITの設備認定を受けた再生可能エネルギー発電設備に限る。また、木質バイオマス発電設備は
２万kW未満の設備に限る。

【適用期間：2年間（平成29年度末まで）】

※軽減率について、各自治体が一定の幅で独自に軽減率を設定できる「わがまち特例」を適用する。
（地熱、中小水力、バイオマスについては１／３～２／３の間で設定。太陽光、風力については１／２～５／６の間で設定。）

税制による支援

10



食料産業局

Copyright 2018 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

農林漁業成長産業化ファンド

11
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環境・エネルギー対策貸付
（日本公庫中小企業事業）

環境・エネルギー対策貸付
（日本公庫国民生活事業）

再生可能エネルギー
推進支援貸付
（商工中金）

再エネ設備向け金融商品
（各地方銀行）

貸付
対象

中小企業向け 国民一般向け
（個人事業主など）

固定価格買取制度の発電設備の
認定を受けた事業者

固定価格買取制度を利用する法人、
個人事業主

資金
使途

・再生可能エネルギー設備（※）を導入するための費用
※太陽光、風力、太陽熱、温度差エネルギー、
バイオマスエネルギー、雪氷熱、地熱、水力、地中熱

・再エネ発電事業（※）に必要な設備資金
・売電事業にかかる運転資金用など
※太陽光、風力、地熱、中小水力、バイオマス

貸付
期間

・20年以内
・10年以内（固定金利）
・20年以内（当初10年間固定、

11年以降見直し）

・個別の金融商品による。
（概ね10年～20年以内）

貸付
限度

・7億2千万円以内
（特利限度額４億円）

・7,200万円以内 ・なし
・個別の金融商品による。
（概ね3億～5億円以内）

貸付
利率

・基準利率
ただし、４億円を限度とした
再生可能エネルギー設備

（地中熱を除く）は、
特別利率③：0.31～0.60％
地中熱利用設備は、
特別利率①：0.81～1.10％
（H29.04.12時点）

・特利Ａ：0.76～2.55％
又は、
特利Ｃ：0.30～2.05％
（H29.04.12時点）

・10年以内:長期プライムレート＋
0.2％以上

・10年超:当初10年は長期プライム
レート＋0.5％以上

（11年目以降は見直し時点の長期
プライムレート＋0.2％以上）

・所定金利による。

利率
の例

貸付期間10年超11年以内
特利③の場合 0.31％
（基準利率の場合1.21%）

－
※長期プライムレート0.95％
（H28.8.10時点） －

特徴

・中小企業の長期資金向け。
・大規模投資案件が増加しているた
め、25年度制度改正で特利限度
額拡大。

・小口、短期の資金向け。
・借入申込書等の所定の様式に記
入して申し込み。

・貸付限度額、下限は特に設定なし。
審査の結果に応じて決定。

・地銀によって様々な金融商品。
・融資限度が10億円以内のものや、
ABLを取り入れた金融商品を出す
ところもあり。

※1 金利は、返済期間、担保の有無、保証人の有無等によって異なる利率が適用。
※2 経済産業省資源エネルギー庁作成資料を基に作成

再生可能エネルギーの導入支援に活用できる融資制度①
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スーパーL資金
（日本公庫農林水産事業）

経営体育成強化資金
（日本公庫農林水産事業）

農業改良資金
（日本公庫農林水産事業）

畜産経営環境調和推進資金
（日本公庫農林水産事業）

貸付
対象

認定農業者向け 主業農業者等 農商工連携法や六次産業化法等
により計画の認定を受けた農業者等
向け

畜産業を営む個人・法人、
農業協同組合等向け

資金
使途

・農業経営の改善を図るために必要
な資金

・新たな生産・販売方式の導入等に
必要な資金

・家畜排せつ物の処理・利用のため
の施設等の整備に必要な資金

貸付
期間

・25年以内 ・25年以内 ・1２年以内 ・20年以内

貸付
限度

・個人 3億円（特認６億円）
・法人10億円（特認20億円まで）

・個人 1億5千万円以内
・法人・団体 5億円以内
（事業費の80％以内）

・個人 5千万円以内
・法人 1億5千万円以内

・対象事業による。

貸付
利率

・0.20～0.30% ※ ・0.30% ※ ・無利子 ・0.30% ※

利率
の例

貸付期間10年の場合
0.20%

－ － －

特徴

・認定農業者の長期資金向け。 ・主業農業者等の長期資金向け。 ・農業改良措置の内容について都
道府県知事の認定を受ける必要。
・農商工連携法や六次産業化法等
に基づき認定された計画の実施を
支援する中小企業者も利用可能。

・家畜排せつ物の処理・利用のため
の施設の整備向け。

※ 貸付利率は、平成29年8月21日時点のもの。

再生可能エネルギーの導入支援に活用できる融資制度②
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農林漁業施設資金
（日本公庫農林水産事業）

中山間地域活性化資金
（日本公庫農林水産事業）

漁業経営改善支援資金
（日本公庫農林水産事業）

水産加工資金
（日本公庫農林水産事業）

貸付
対象

土地改良区、農業協同組合、
森林組合、水産業協同組合等向
け

農林水産物を使用して製造・加工
する事業者、農林水産物を販売す
る事業者向け

漁業を営む個人・法人、
漁業協同組合等向け

水産加工業を営む個人・法人、
水産業協同組合等向け

資金
使途

・農林水産物の生産・販売等を行う
ための共同利用施設の整備等に
必要な資金

・地域の農林水産物の新たな需要
の創出等を図るために必要な資金

・漁業経営の改善を図るために必要
な資金

・水産加工事業者の事業基盤の強
化を促進するため等に必要な資金

貸付
期間

・20年以内 ・10年超15年以内 ・15年以内 ・15年以内

貸付
限度

・事業費の80%以内 ・事業費の80%以内 ・資金使途による。 ・事業費の80%以内

貸付
利率

・0.20%～0.95% ※ ・0.20～0.60% ※ ・0.30、0.45% ※ ・0.35～0.50% ※

利率
の例

共同利用施設（バイオマス利活用
施設）の整備の場合
0.30%

貸付期間15年の場合
0.35％
（2.7億円までの加工流通施設の整備の
場合）

漁業用施設の整備の場合
0.30％

貸付期間15年の場合
0.35％
（小型魚・未利用部位1.2億円までの加
工施設の整備の場合）

特徴

・農林水産物の生産・販売やバイオ
マスの利活用のための共同利用施
設の整備向け。

・中山間地域内の農林漁業者と安
定的な取引契約を締結する必要。
・地域内から調達する農林水産物
等が5年間で概ね2割以上増加す
る必要。

・認定を受けた改善計画に従って行
う事業向け。

・水産加工品の製造等を共同で行
うための施設等の整備向け。

※ 貸付利率は、平成29年8月21日時点のもの。

再生可能エネルギーの導入支援に活用できる融資制度③
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本資料に関する問合せ先

農林水産省 北海道農政事務所
生産経営産業部 事業支援課

☎ 011-330-8810
E-mail：baiomasu_810117@hokkaido.maff.go.jp

http://www.maff.go.jp/hokkaido/suisin/keiei/enerug-baiomasuHP.html


